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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多値変調と誤り訂正符号を組み合わせた符号化変調を行う送信装置と、多値変調と誤り
訂正符号を組み合わせた符号化変調信号を受信する受信装置とからなる送受信装置であっ
て、
　前記送信装置は、
　入力された情報系列を情報系列＋ダミー系列へ変換するフレーマと、
　前記情報系列＋ダミー系列うち、情報系列のみを利用して誤り訂正符号の符号化を実施
し、符号化に伴い生成したパリティ系列を、ダミー系列の部分に割り当て、前記情報系列
と合わせた系列を符号語系列として出力する符号化器と、
　１シンボルの送信信号に割り当てる複数ビットの各ビットに応じてビット誤り率が不均
一であることと、誤り訂正符号の符号語の各ビットに復号後のビット誤り率が不均一であ
ることを条件として、送信信号の信号点と誤り訂正符号のビットとの組み合わせを選択し
たビット割り当てで、前記符号語系列を信号点系列へ変換するマッパと、
　前記信号点系列に対して多重化処理を実施して、所定のシンボルレートの信号点系列へ
変換する多重化器と
　を備え、
　前記受信装置は、
　並列に接続され、各々が複数の閾値を有し、アナログ形式の受信信号を量子化して、受
信信号が２次元の表形式のどのますに落ちたかを示す、ディジタル形式の量子化受信信号
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系列に変換する複数のＡＤ変換器と、
　前記量子化受信信号系列を、前記２次元の表形式の各ますに予め割り当てられている対
数尤度比である量子化受信ビット系列へ変換するデマッパと、
　前記量子化受信ビット系列の復号処理を実施して推定情報系列と推定パリティ系列とを
合わせた系列を推定符号語系列として出力する復号器と、
　前記推定符号語系列についてデフレーム処理を実施し、推定情報系列を出力するデフレ
ーマと
　を備え
　前記符号化変調信号は、信号点と誤り訂正符号のビットとの組み合わせを選択したビッ
ト割り当てがなされていることを特徴とする送受信装置。
【請求項２】
　多値変調と誤り訂正符号を組み合わせた符号化変調を行う送信方法と、多値変調と誤り
訂正符号を組み合わせた符号化変調信号を受信する受信方法とからなる送受信方法であっ
て、
　前記送信方法は、
　フレーマによって、入力された情報系列を情報系列＋ダミー系列へ変換するステップと
、
　符号化器によって、前記情報系列＋ダミー系列うち、情報系列のみを利用して誤り訂正
符号の符号化を実施し、符号化に伴い生成したパリティ系列を、ダミー系列の部分に割り
当て、前記情報系列と合わせた系列を符号語系列として出力するステップと、
　マッパによって、１シンボルの送信信号に割り当てる複数ビットの各ビットに応じてビ
ット誤り率が不均一であることと、誤り訂正符号の符号語の各ビットに復号後のビット誤
り率が不均一であることを条件として、送信信号の信号点と誤り訂正符号のビットとの組
み合わせを選択したビット割り当てで、前記符号語系列を信号点系列へ変換するステップ
と、
　多重化器によって、前記信号点系列に対して多重化処理を実施して、所定のシンボルレ
ートの信号点系列へ変換するステップと
　を含み、
　前記受信方法は、
　並列に接続された複数のＡＤ変換器によって、各々が複数の閾値を有し、アナログ形式
の受信信号を量子化して、受信信号が２次元の表形式のどのますに落ちたかを示す、ディ
ジタル形式の量子化受信信号系列に変換するステップと、
　デマッパによって、前記量子化受信信号系列を、前記２次元の表形式の各ますに予め割
り当てられている対数尤度比である量子化受信ビット系列へ変換するステップと、
　復号器によって、前記量子化受信ビット系列の復号処理を実施して推定情報系列と推定
パリティ系列とを合わせた系列を推定符号語系列として出力するステップと、
　デフレーマによって、前記推定符号語系列についてデフレーム処理を実施し、推定情報
系列を出力するステップと
　を含み、
　前記符号化変調信号は、信号点と誤り訂正符号のビットとの組み合わせを選択したビッ
ト割り当てがなされていることを特徴とする送受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、伝送システムにおける送受信装置及び送受信方法に関するものである。特
に、誤り訂正符号と変調を組み合わせた符号化変調に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の符号化変調方法として、８ＰＳＫ（Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）に
よる変調と、ＬＤＰＣ（Ｌｏｗ－Ｄｅｎｓｉｔｙ　Ｐａｒｉｔｙ－Ｃｈｅｃｋ）符号とを
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組み合わせたものが提案されている（例えば、非特許文献１（Ｆｉｇ．１）参照）。
【０００３】
　送信情報系列を入力して、ＬＤＰＣ符号により符号化された２元の符号語系列を、３ビ
ットごとに分類し、それらを１変調シンボルとして変調する。複素平面上の同心円に位相
がπ／４ずつ異なる８点を送信信号点と定め、それら信号点と３ビットの２元系列とを一
対一に対応させる。この２元系列から信号点への変換を信号点マッピングという。
【０００４】
　受信側では、受信した信号点から、送信情報系列の推定を実施する（例えば、非特許文
献１（Ｆｉｇ．２）参照）。この送信情報系列の推定方法は、受信信号点から２元または
量子化受信系列へ変換する信号点でのマッピングと、ＬＤＰＣ符号の復号方法であるｓｕ
ｍ－ｐｒｏｄｕｃｔ復号とを組み合わせた構成となっている。受信信号点からの最近傍信
号点もしくは更新値（繰り返し復号の途中段階での復号結果）からの最近傍信号点より、
式（１０）もしくは式（１１）により擬似ＬＬＲ（Ｌｏｇ－Ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ　Ｒａ
ｔｉｏ）を算出する過程を信号点デマッピングとみなす。すると、Ｆｉｇ．２はｓｕｍ－
ｐｒｏｄｕｃｔ復号と信号点デマッピングとを複数回繰り返して演算する方法となってい
る。
【０００５】
【非特許文献１】T. Wadayama, "A coded modulation scheme based on low density par
ity check codes" IEICE Trans. Fundamentals, Vol. E84-A, No. 10, pp. 2523-2527, O
ct. 2001.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記の非特許文献１では、誤り訂正符号のビットから多値変調の送信信
号点への信号点マッピングの具体的方法について特に言及していない。多値変調では個々
の送信信号点に割り当てる複数の送信ビットには、ビット誤り率の不均一性があることが
知られている。よって、この送信ビット誤り不均一性を考慮せずに信号点マッピングを定
めるのは、誤り訂正符号の性能を十分に生かすことができず、非効率的な構成になってし
まうという問題点があった。
【０００７】
　また、上記の従来の符号化変調方法では、位相がπ／４ずつ異なる８ＰＳＫによる変調
をする必要があり、そのため、復調側では同期検波を実施する必要がある。しかし、光伝
送システムにおいては、理論的には同期検波も可能であるが、現状の光デバイス技術では
遅延検波による復調しか技術的に確立しておらず、同期検波を実装するのは非常に困難で
あるという問題点があった。
【０００８】
　さらに、最近の光伝送システムにおいては、数１０Ｇｓ／ｓ（Ｇｉｇａ　ｓｙｍｂｏｌ
　ｐｅｒ　ｓｅｃｏｎｄ）という非常に高速なシンボルレートとなっている。そのため、
光信号から量子化受信系列へのＡＤＣ（Ａｎａｌｏｇ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｖｅｒｔ
ｅｒ）において、光信号の１シンボル当り高々数ビット程度の量子化受信系列への変換だ
けしか行うことができないので、多値変調に対応できないという問題点があった。
【０００９】
　この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、その目的は、送信ビ
ット誤り不均一性を考慮して、効率のよい信号点マッピングを利用した符号化変調を実現
すると共に、非常に高速なシンボルレートの伝送システムにおいて、多値変調と誤り訂正
を組み合わせた符号化変調を実現することができる送受信装置及び送受信方法を得るもの
である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この発明に係る送受信装置は、多値変調と誤り訂正符号を組み合わせた符号化変調を行
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う送信装置と、多値変調と誤り訂正符号を組み合わせた符号化変調信号を受信する受信装
置とからなる送受信装置であって、送信装置は、入力された情報系列を情報系列＋ダミー
系列へ変換するフレーマと、前記情報系列＋ダミー系列うち、情報系列のみを利用して誤
り訂正符号の符号化を実施し、符号化に伴い生成したパリティ系列を、ダミー系列の部分
に割り当て、前記情報系列と合わせた系列を符号語系列として出力する符号化器と、１シ
ンボルの送信信号に割り当てる複数ビットの各ビットに応じてビット誤り率が不均一であ
ることと、誤り訂正符号の符号語の各ビットに復号後のビット誤り率が不均一であること
を条件として、送信信号の信号点と誤り訂正符号のビットとの組み合わせを選択したビッ
ト割り当てで、前記符号語系列を信号点系列へ変換するマッパと、前記信号点系列に対し
て多重化処理を実施して、所定のシンボルレートの信号点系列へ変換する多重化器と備え
、受信装置は、並列に接続され、各々が複数の閾値を有し、アナログ形式の受信信号を量
子化して、受信信号が２次元の表形式のどのますに落ちたかを示す、ディジタル形式の量
子化受信信号系列に変換する複数のＡＤ変換器と、量子化受信信号系列を、２次元の表形
式の各ますに予め割り当てられている対数尤度比である量子化受信ビット系列へ変換する
デマッパと、量子化受信ビット系列の復号処理を実施して推定情報系列と推定パリティ系
列とを合わせた系列を推定符号語系列として出力する復号器と、推定符号語系列について
デフレーム処理を実施し、推定情報系列を出力するデフレーマとを備え符号化変調信号は
、信号点と誤り訂正符号のビットとの組み合わせを選択したビット割り当てがなされてい
るものである。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明に係る送信装置は、送信ビット誤り不均一性を考慮して、効率のよい信号点マ
ッピングを利用した符号化変調を実現することができるという効果を奏する。
　また、この発明に係る受信装置は、非常に高速なシンボルレートの伝送システムにおい
て、多値変調と誤り訂正を組み合わせた符号化変調を実現することができるという効果を
奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　実施の形態１．
　この発明の実施の形態１に係る光伝送システムについて図１から図８までを参照しなが
ら説明する。図１は、この発明の実施の形態１に係る光伝送システムの構成を示す図であ
る。なお、以降では、各図中、同一符号は同一又は相当部分を示す。
【００１６】
　図１において、図の左側が伝送したいディジタルデータを生成および受領する側（以下
、クライアント（ｃｌｉｅｎｔ）側と記す）を示す。図の右側が光ファイバなどの光通信
路１を示し（以下、ライン（ｌｉｎｅ）側と記す）、この光通信路１を利用してディジタ
ルデータを伝送させるものとする。また、この実施の形態１に係る光伝送システムは、上
段に示す送信装置と、下段に示す受信装置とが設けられている。
【００１７】
　送信装置は、送信側ターミナル／モニタ回路（Ｔｅｒｍ／Ｍｏｎ）１１と、フレーマ（
Ｆｒａｍｅｒ）１２と、符号化器（Ｅｎｃｏｄｅｒ）１３と、マッパ（Ｍａｐｐｅｒ）１
４と、多重化器（ＭＵＸ：Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｒ）１５と、光変調器（ｍ－ｂｉｔ　Ｏ
ｐｔｉｃａｌ　Ｍｏｄｕｌａｔｏｒ）１６とが設けられている。
【００１８】
　また、受信装置は、受光回路（４－ｂｉｔ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ：ａｎ
ａｌｏｇｕｅ　ｏｕｔ）２１と、ＡＤ変換器（ｎ－ｂｉｔ　ＡＤＣ：Ａｎａｌｏｇ　Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）２２と、多重分離回路（ＤＥＭＵＸ：Ｄｅ－Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅｘｅｒ）２３と、デマッパ（Ｄｅ－ｍａｐｐｅｒ）２４と、復号器（Ｄｅｃｏｄ
ｅｒ）２５と、デフレーマ（Ｄｅ－ｆｒａｍｅｒ）２６と、受信側ターミナル／モニタ回
路（Ｔｅｒｍ／Ｍｏｎ）２７とが設けられている。
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【００１９】
　なお、図１の矢印において、斜線を伴うものは、実際にはあらかじめ定められた複数の
系列を並列に送っていることを示している。その並列数は、誤り訂正符号の符号パラメー
タや、クライアント側から受けた送信データ（以下、情報系列と記す）のフレームフォー
マット、ライン側へ送る送信データ（以下、送信光信号系列と記す）のフレームフォーマ
ット、使用するデバイスの性能などにより制約されるが、所望のビットレートによる伝送
が可能であれば様々な構成を採用することが可能である。また、図１では矢印を３本また
は４本を記しているが、これは例として記した数値を分かりやすく示すためにそのように
記しているが、これについても条件によって様々な構成を採用することが可能である。
【００２０】
　この実施の形態１をより分かりやすく説明するため、図１では具体的な数値を一例とし
て記載する。条件としては、４値の多値変調、送信ビットレート９０Ｇｂ／ｓ、送信シン
ボルレート３０Ｇｓ／ｓ以下、冗長度１／３（約３３％）とする。斜線一本を含む矢印は
、合計で３０Ｇｂ／ｓ伝送を３２並列で実施するものとする。また、斜線二本を含む矢印
は、合計で３０ｘｎＧｂ／ｓ伝送（具体的にはｎ＝２）を３２並列で実施するものとする
。
【００２１】
　つぎに、この実施の形態１に係る光伝送システムの動作について図面を参照しながら説
明する。図２は、この発明の実施の形態１で用いる変調方式の一例を示す図である。また
、図３は、この発明の実施の形態１で用いる変調方式の別の一例を示す図である。図４は
、この発明の実施の形態１に係る光伝送システムの受信装置の詳細構成を示す図である。
図５は、この発明の実施の形態１で実施するアナログ／ディジタル変換方法の一例を示す
図である。また、図６は、この発明の実施の形態１で実施するアナログ／ディジタル変換
方法の別の一例を示す図である。図７は、この発明の実施の形態１で実施するデマッピン
グ方法の一例を詳細に示す図である。図８は、この発明の実施の形態１で実施するマッピ
ング方法の一例を詳細に示す図である。
【００２２】
　光通信で一般的に利用されているＩＴＵ－Ｔ勧告Ｇ．７０９準拠のフレームフォーマッ
トでは、Ｒｅｅｄ－Ｓｏｌｏｍｏｎ符号により符号化されているが、符号化に伴い生成さ
れるパリティビット分だけ送信ビットが増える。このＧ．７０９方式でも、その他の従来
方式でも、誤り訂正符号により生成されるパリティビットを、通信路のビットレート（ｂ
ｉｔｓ／ｓｅｃｏｎｄ）の高速化を伴うように構成されている。例えば、１波長当り１０
Ｇｂ／ｓのビットレートの送信データ（情報系列）に対して２０％の冗長度の誤り訂正符
号により符号化した場合、通信路では、１２Ｇｂ／ｓのビットレートで伝送させることに
なる。なお、ここでは、「冗長度＝パリティビット／情報ビット」と定義する。従来方式
では、光通信の変調方式を２値強度変調とするのが一般的であるため、通信路のシンボル
レート（ｓｙｍｂｏｌｓ／ｓｅｃｏｎｄ）は１２Ｇｓ／ｓとなる。
【００２３】
　しかし、例えば１波長当り１００Ｇｂ／ｓといった超高速なビットレートによる伝送が
求められるような次世代光伝送システムにおいては、従来方式の場合、通信路では１２０
Ｇｂ／ｓのビットレートで伝送させる必要がある。２値強度変調を採用した場合はシンボ
ルレートが１２０Ｇｓ／ｓとなる。このような高速なシンボルレートは、数年後の半導体
デバイスの進展を考慮しても実現性が低く、かなり難しいといえる。
【００２４】
　そこで、超高速ビットレートの伝送を実現するため、通信路のシンボルレートを抑える
手段を採用する。具体的には、光伝送システムで多値変調を実施する。例えば１波長当り
９０Ｇｂ／ｓ伝送を実現するのに、１送信シンボル当り４ビットの光多値変調を用いる場
合を考える。その場合のビットの割り当て方法として、１送信シンボル当り４ビットのう
ち、１ビットをＦＥＣ（Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ）パリティ
に割り当てる方法が考えられる。
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【００２５】
　図１は、上記で説明した方法を図示したものである。図１の上段に示す送信装置におい
て、クライアント側から受け渡された送信データ（情報系列）を送信側ターミナル／モニ
タ回路１１で受け取り、フレーマ１２で符号化のためのフレームを作成する。
【００２６】
　このフレーマ１２では、９０Ｇｂ／ｓの情報系列を１２０Ｇｂ／ｓの情報系列＋ダミー
系列へ変換する。図１では矢印の本数が３本から４本になるが、これは並列伝送の系列数
が４／３倍となることを示す。図１では、フレーマ１２から出力される一番下の矢印がダ
ミー系列であることを示している。ここで作成されるフレームのことを、以下ではＦＥＣ
フレームと表記する。
【００２７】
　次に、符号化器１３では、入力された情報系列＋ダミー系列うち、情報系列のみを利用
して（ダミー系列は無視する）誤り訂正符号の符号化を実施する。その符号化に伴い生成
したパリティ系列を、ダミー系列の部分に割り当て、情報系列と合わせて符号語系列とし
て出力する。符号化方法としては、例えばＬＤＰＣ符号による方法が考えられる。符号化
パラメータは、情報系列長、符号長、符号化率（符号化率＝情報系列長／符号長）、ＦＥ
Ｃフレームサイズ、許容遅延時間、回路規模などの条件に合致するものであれば、様々な
ものを適用することができる。また、ＦＥＣフレームサイズ自体が例えば１００００ビッ
ト以上というような非常に長い条件では、複数の符号化処理を並列に実行することも可能
である。例えば、一例としてあげた矢印一本当り並列数３２を、符号化器１３の並列数と
して、符号化器３２並列実装というものを採用しても良い。このとき、符号化率３／４の
誤り訂正符号を用い、一つの符号化器に情報系列を３並列で入力し、符号化の結果として
算出されるパリティビットを１系列出力する。このとき、符号長ｎは、入力クロック数×
４となる。
【００２８】
　次に、マッパ１４では、１２０Ｇｂ／ｓの符号語系列（＝情報系列＋パリティ系列）を
信号点系列へ変換する。この信号点系列とは、変調される信号の位相と振幅を、複素平面
で示される信号点配置（コンスタレーション：ｃｏｎｓｔｅｌｌａｔｉｏｎ）のどの点を
送信するかという情報を並べたものである。このマッパ処理の実装方法としては、様々な
ものを適用することができる。あらかじめ定められた並列数で入力される符号語系列から
、あらかじめ定められた並列数の信号点系列への変換を、あらかじめ定められた並列数で
並列処理するように実装することも可能である。一例としては、マッパを３２並列実装す
るものを採用しても良い。符号化器１３から４並列を一単位に入力される符号語３２系列
を、後ほど説明するビット割り付け方法に従って信号点に変換して出力する動作を３２並
列で実施する。出力される結果は、信号点を特定させる情報が同期して出力されればよい
。例えば、信号点１点当り４ビットに換算したものであれば、その４ビットを種類別に束
ねて（矢印１本に対応）４ビット×３２系列として出力する。図１の例では、上側２本を
ＭＳＢ（Ｍｏｓｔ　Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　Ｂｉｔ）、下側２本をＬＳＢ（Ｌｅａｓｔ
　Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　Ｂｉｔ）と分類して出力しても良い。
【００２９】
　次に、多重化器１５では、あらかじめ定められた並列数の信号点系列に対して多重化処
理を実施して、３０Ｇｓ／ｓの信号点系列へ変換する。一例としては、１信号点当り４ビ
ットの多値変調の場合、そのビットごとに束ねられた系列ごとにそれぞれ多重化処理をす
る。多重化処理した後の４並列の系列は、それらが送信信号点を示すように同期される。
【００３０】
　そして、光変調器１６は、３０Ｇｓ／ｓの信号点系列に従って、３０Ｇｓ／ｓの光信号
への変調を実施する。変調をした光信号を、ライン側の光通信路１に発信する。
【００３１】
　光変調の方法としては、様々な方法が考えられる。この数値例で示した１シンボル当り
４ビットを割り当てる光多値変調の場合、例えば図３に示すような変調方法が考えられる
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。図３は、１６ＡＰＳＫ（ＡＰＳＫ：Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　ａｎｄ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉ
ｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）の特殊な信号点配置を示している。振幅を４通り、位相をπ／２ず
つ異なる４通りで分類する。マッピング方法としては、例えば、１シンボル当り４ビット
のうち、ＭＳＢ側の２ビットを複素平面の象限の分類（Ｉ－１、Ｉ－２、Ｑ－１、Ｑ－２
）、ＬＳＢ側の２ビットを各象限内でのビット分類にそれぞれ割り当てる方法が考えられ
る。なお、この例以外の方法も考えられる。
【００３２】
　また、１シンボル当り３ビットを割り当てる光多値変調の別の例としては、例えば図２
に示すような変調方法が考えられる。図２は、８ＡＰＳＫの特殊な信号点配置を示してい
る。振幅を２通り、位相をπ／２ずつ異なる４通りで分類する。マッピング方法としては
、例えば、１シンボル当り４ビットのうち、ＭＳＢ側の２ビットを複素平面の象限の分類
、ＬＳＢ側の１ビットを各象限内でのビット分類にそれぞれ割り当てる方法が考えられる
。なお、この例以外の方法も考えられる。
【００３３】
　なお、図２や図３のような特殊な信号点配置にしているのは、現状の光デバイス技術で
は遅延検波による復調しか技術的に確立しておらず、そのため位相の区切りをπ／２とす
ることが限界であることが理由である。今後、光デバイス技術の進歩により同期検波が可
能となれば、位相の区切りをより細かくするような信号点配置を導入することを視野に入
れることができる。
【００３４】
　つづいて、図１の下段に示す受信装置において、ライン側より受信した３０Ｇｓ／ｓの
受信信号（受信信号系列）を、受光回路２１で受け取り、光信号を電気信号（アナログ形
式）へ変換する。
【００３５】
　次に、ＡＤ変換器２２及び多重分離回路２３では、アナログ形式の電気信号を量子化し
てディジタル形式に変換し、さらにあらかじめ定められている並列数に多重分離する。
【００３６】
　以上の処理の流れを図４で詳しく記す。図４は、１シンボルあたり４ビットを割り当て
る光多値変調の例を示す。変調方式が異なれば、この構成は変わってくるが、多値変調で
あればここに記載する原理を導入することは可能である。
【００３７】
　図４において、ライン側より受信した光信号を受光回路２１の分波器２１１で分ける。
これにより、Ｉ軸側とＱ軸側とでそれぞれ別個の識別を実施する。遅延検波器（１－ｂｉ
ｔ　ｄｅｌａｙ）２１２と、Ｏ／Ｅ変換器２１３と、増幅器２１４とにより、光信号を電
気信号（アナログ形式）へ変換する。
【００３８】
　受光回路２１の増幅器２１４より出力されたアナログ形式の電気信号に対し、ＡＤＣ２
２により量子化を実施する。この例では、Ｉ軸側、Ｑ軸側それぞれに対し、複数のＡＤＣ
２２を並列に並べて、軸内のどの点に落ちたかを識別する。例えば、図５に示すような信
号点配置の場合、Ｉ軸側では、Ｉ－１象限を識別するＡＤＣ２２と、Ｉ－２象限を識別す
るＡＤＣ２２とを利用して、受信信号がどの領域に落ちたかを識別する。また、Ｑ軸側で
は、Ｑ－１象限を識別するＡＤＣ２２と、Ｑ－２象限を識別するＡＤＣ２２とを利用して
、受信信号がどの領域に落ちたかを識別する。個々のＡＤＣ２２は、３つもしくは４つの
閾値を区別できるものとする。図中の二重線で示したものが閾値である。
【００３９】
　また、図６に示すような信号点配置の場合も同様に、Ｉ軸側では、Ｉ－１象限を識別す
るＡＤＣ２２と、Ｉ－２象限を識別するＡＤＣ２２とを利用して、受信信号がどの領域に
落ちたかを識別する。また、Ｑ軸側では、Ｑ－１象限を識別するＡＤＣ２２と、Ｑ－２象
限を識別するＡＤＣ２２とを利用して、受信信号がどの領域に落ちたかを識別する。個々
のＡＤＣ２２は、３つの閾値を区別できるものとする。
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【００４０】
　ここで、ＡＤＣ２２の具体的な動作について、図７を参照しながら説明する。個々のＡ
ＤＣ２２は、入力されたアナログ電気信号が、自らが設定した複数本の閾値のどの間に落
ちるか（もしくはその外側か）を判定する。図７の例では、ＡＤＣ２２は２ビットの判定
のみができるもので、閾値を３本設定できる。よって、判定としては４通りある。判定領
域として、各象限において、Ｉ軸を４５度時計周り、またはＱ軸を４５度反時計周りさせ
た状態で、垂直の方向になった３本の閾値（二重線）で区切られた、左から数えて１本目
の閾値の左側の領域である「左端」と、１本目の閾値と２本目の閾値の間の領域である「
中央左側」と、２本目の閾値と３本目の閾値の間の領域である「中央右側」と、３本目の
閾値の右側の領域である「右端」との４つの領域となる。
【００４１】
　例えば、図７の×印に示す受信信号を受信した場合を考える。Ｉ－１象限のＡＤＣ２２
では、受信信号は閾値Ｉ－Ｂ（１本目の閾値）と閾値Ｉ－Ａ（２本目の閾値）の間（「中
央左側」）に落ちたと判定する。Ｉ－２象限のＡＤＣ２２では、受信信号は左から数えて
３本目の閾値の右側の領域である「右端」に落ちたと判定する。同様に、Ｑ－２象限のＡ
ＤＣ２２では、受信信号は閾値Ｑ－Ｃ（２本目の閾値）と閾値Ｑ－Ｄ（３本目の閾値）の
間（「中央右側」）に落ちたと判定する。Ｑ－１象限のＡＤＣ２２では、受信信号は１本
目の閾値の左側の領域である「左端」に落ちたと判定する。このようにして、４個のＡＤ
Ｃ２２により、受信信号が領域Ｅに落ちたものとして判定する。
【００４２】
　光伝送システムにおいて、１個のＡＤＣでは、光信号の１シンボル当り高々数ビット程
度の量子化受信系列への変換だけしか行うことができないという問題がある。この実施の
形態１では、ＡＤＣを複数個並列に並べることにより、光多値変調に対する復調の精度を
高くすることができる。図７の例では、図中の点線で示した領域分割（７×７）が可能と
なる。なお、図７の例では、位相を識別する軸をＩ軸とＱ軸との２軸として、それぞれの
軸にＡＤＣを２個ずつ配置しているが、ＡＤＣを３個以上で並列に配置することも可能で
あるし、位相を識別する軸を３軸以上することも可能である。
【００４３】
　複数個のＡＤＣ２２により量子化された受信信号系列を、多重分離回路２３によりあら
かじめ定められた並列数に並列化する。一例としては、３２並列に多重分離する。並列化
された量子化受信信号系列を、デマッパ２４へ出力する。
【００４４】
　デマッパ２４では、量子化受信信号系列を、量子化受信ビット系列へ変換する。それを
誤り訂正符号の復号器２５へ出力する。
【００４５】
　デマッパ２４での変換方法は、信号点配置と誤り訂正符号の方式などにより、様々な方
式が考えられる。例えば、図７のような信号点配置と、ＬＤＰＣ符号を利用した場合、デ
マッパの形式として、以下のような方式が考えられる。Ｉ軸側、Ｑ軸側それぞれの落ちた
領域を示す量子化受信信号系列を、例えばＩ軸側を行、Ｑ軸側を列とする２次元の表形式
のどの「ます」に落ちたかを示すものとみなす。図７の例では、その「ます」を点線で示
す。デマッパ２４の出力値を、ＬＤＰＣ符号の符号語のそれぞれのビットに対応する対数
尤度比（ＬＬＲ：Ｌｏｇ－Ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ　Ｒａｔｉｏ）とする。このとき、各ま
すには、１シンボル当り３ビット分のＬＬＲの出力値をあらかじめ割り当てておき、それ
をメモリに保存しておく。デマッパ２４の動作としては、デマッパ２４に入力される量子
化受信信号系列より、どのますに落ちたかを判断し、そのますに割り当てられたＬＬＲを
出力する、というものにする。なお、図５に記載の信号点配置でも、上記の変換方法を実
施することができる。
【００４６】
　デマッパ２４より出力された、あらかじめ定められた並列数の数値（例えば、３２×４
並列のＬＬＲの系列）より、復号器２５では、誤り訂正符号の復号を実施する。例えば、
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ＬＤＰＣ符号により符号化された系列に対する復号であれば、ｓｕｍ－ｐｒｏｄｕｃｔ復
号、ｍｉｎ－ｓｕｍ復号、およびそれらを改良した各種の軟判定繰り返し復号により、復
号処理を実施する。なお、符号化器１３で複数の符号化処理を並列に実施している場合、
復号処理においても、それに応じて複数の処理を並列で実施することが好ましい。例えば
、一例としてあげた矢印一本当り並列数３２を、復号器２５の並列数として、復号器３２
並列実装というものを採用しても良い。このとき、符号化率３／４の誤り訂正符号を用い
、一つの復号器２５に受信系列を４並列で入力し、復号の結果として算出される推定符号
語系列（＝推定情報系列＋推定パリティ系列）を４並列で出力する。このとき、符号長ｎ
は、入力クロック数×４となる。
【００４７】
　復号器２５で復号処理され、得られた１２０Ｇｂ／ｓの出力系列（推定符号語系列）を
、デフレーマ２６でデフレーム処理を実施し、９０Ｇｂ／ｓの推定情報系列を出力する。
【００４８】
　デフレーマ２６から出力された９０Ｇｂ／ｓの推定情報系列を、受信側ターミナル／モ
ニタ回路２７が受け取り、誤り状態モニタリングなどを実施後、最終的に処理完了した系
列をクライアント側へ９０Ｇｂ／ｓ速度で受け渡す。
【００４９】
　ここで、信号点マッピングについて説明する。多値変調では、１シンボルあたり複数ビ
ットを割り当てるが、この割り当てられたビットの種類によって、復調後のビット誤り率
が異なるという性質がある。つまり、個々の送信信号点に割り当てる複数の送信ビットに
は、ビット誤り率の不均一性があるといえる。例えば、図２または図３に示した信号点配
置では、ＭＳＢとＬＳＢとでビット誤り率が異なる。それぞれのビット誤り率の性質やそ
れら差異は、信号対雑音比や通信路の雑音モデルなどによって異なる。
【００５０】
　光通信の例では、光信号の強度が強い場合（信号点の原点からの距離が遠い場合）が、
それが弱い場合に比べて雑音分散値が大きくなる、という性質がある。また、位相方向の
雑音の傾向も通信路状況や検波回路構成によって変動する。以下では説明のため、復調後
のＭＳＢのビット誤り率ＰＭが、復調後のＬＳＢのビット誤り率ＰＬに比べて小さい（Ｐ

Ｍ＜ＰＬ）ものとする。
【００５１】
　一方で、誤り訂正符号においても、例えばパリティ検査行列の列重み（列ベクトルの要
素で１となる要素数）を不均一にした非正則（ｉｒｒｅｇｕｌａｒ）ＬＤＰＣ符号の場合
、符号語の各ビットは、それに対応する列重みに応じて、復号後のビット誤り率が異なっ
てくることが知られている。図８左側に記す、符号長ｎビットの非正則ＬＤＰＣ符号の符
号語が、ラベル（説明のための記号）ｃｋ１で示す列重みが大きい情報系列（系列長ｋ１
）と、ラベルｃｋ２で示す列重みが小さい情報系列（系列長ｋ２）と、ラベルｃｒで示す
パリティ系列（系列長ｒ、列重みが情報系列より小さいものとする）とに分類できるとす
る。このとき、ｃｋ１、ｃｋ２、ｃｒ、それぞれのビット誤り確率ｐｋ１、ｐｋ２、ｐｒ

、を比較すると、ｐｋ１＜ｐｋ２＜ｐｒという関係が成り立つ。
【００５２】
　よって、以上のような多値変調における送信ビットの送信ビット誤り率不均一性と、誤
り訂正符号の復号後ビット誤り率不均一性とを好適に組み合わせることを、この実施の形
態１で実施する。
【００５３】
　前述のビット誤り率不均一性を考慮した信号点マッピング方法については、様々な方法
が考えられる。一例を図８（最下段から２段目）に記載する。割り付け方法Ａとして、一
重楕円で示す復号後ビット誤り率の低いビット（ｃｋ１およびｃｋ２の一部）に復調後ビ
ット誤り率の高いもの（ＳＬ）を、二重楕円で示す復号後ビット誤り率の高いビット（ｃ

ｋ２の一部およびｃｒ）に復調後ビット誤り率の低いもの（ＳＭ）を、というように割り
付ける方法である。この方法は、送信ビット誤り率と復号後ビット誤り率とを平均化する
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こと、信号平面における符号化信号点系列間の最小ユークリッド距離の最大化を図るとい
う意図がある。
【００５４】
　また、別の一例を図８（最下段）に記載する。割り付け方法Ｂとして、二重楕円で示す
復号後ビット誤り率の低いビット（ｃｋ１およびｃｋ２の一部）に復調後ビット誤り率の
低いもの（ＳＭ）を、一重楕円で示す復号後ビット誤り率の高いビット（ｃｋ２の一部お
よびｃｒ）に復調後ビット誤り率の高いもの（ＳＬ）を、というように割り付ける方法で
ある。この方法は、ＬＤＰＣ符号における繰り返し復号において、まずビット誤り率の低
いものから訂正し、その結果を繰り返し利用することでビット誤り率の高いものも復号す
ることを図るという意図がある。
【００５５】
　上記の例のほかにも、ビット誤り率不均一性を考慮した信号点マッピング方法は、様々
な方法が考えられる。それらのうちの最適な方法を決定する方法としては、例えば計算機
シミュレーションを実施して、その結果、最も特性の良い組み合わせを選択する、という
方法が考えられる。
【００５６】
　また、別の信号点マッピング方法およびその評価方法として、例えばＬＤＰＣ符号を用
いる場合、ＬＤＰＣ符号の解析方法として知られる密度発展法を用いる方法が考えられる
。この密度発展法は、符号長が漸近的に無限大に近づく場合の繰り返し復号の確率密度関
数を解析することで、復号誤り率特性を評価する方法である。変調方式（信号点配置）、
通信路特性（ビット誤り率不均一性）を特定した条件で、列重みの組み合わせ、ビット割
り当て（マッピング）の組み合わせを変動させ、密度発展法により解析し、その組み合わ
せのうちで最適なものを採用する、という方法も利用できる。
【００５７】
　信号点マッピングの実装（装置化）方法としては、様々な構成を適用することができる
。符号化器１３とマッパ１４との間で伝達されるデータ（誤り訂正符号の符号語の系列）
を受け渡す方法としては、各回路間を接続するパスを経由するパイプライン方式で受け渡
されるように構成しても良いし、各回路間に前後の回路から参照可能な作業用記憶領域を
設ける構成にしてもよい。以上のような構成で系列のビット並び替えを実施した後、あら
かじめ定められた信号点配置に基づいて信号点を特定してその結果を出力する。その結果
出力の機能は、信号点を特定させるためのビットを同期させて出力させられるようになっ
ていればよく、その実装方法、回路構成は様々な方法を採用することができる。
【００５８】
　なお、この実施の形態１は、上記の具体例に記載したパラメータに制約されるものでは
なく、誤り訂正符号化の方法、フレームフォーマットの長さ、多値変調の多値数、伝送速
度など、うまく当てはめられる組み合わせであれば、別の具体例として実現されるもので
ある。
【００５９】
　また、この実施の形態１は、光伝送システムに限定されて適用されるものではなく、加
入者系有線通信、モバイル無線通信、衛星通信など、様々な種類の伝送システムへ適用が
できるものである。
【００６０】
　この実施の形態１では、以上のように、送信ビット誤り不均一性を考慮して、また復号
後ビット誤り率不均一性を考慮して、信号点マッピングを選択、利用することができるの
で、効率の良い、かつビット誤り率特性の良い符号化変調を実行することができる。
【００６１】
　また、この実施の形態１では、以上のように、非常に高速なシンボルレートの光伝送シ
ステムにおいて、複数のＡＤＣを並列に配置して、複数のＡＤＣで識別範囲を割り当てる
ことができるので、１シンボル当りの量子化ビット数を増やすことができ、光多値変調と
誤り訂正を組み合わせた符号化変調を実行することができる。
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【００６２】
　実施の形態２．
　この発明の実施の形態２に係る光伝送システムについて図９及び図１０を参照しながら
説明する。図９は、この発明の実施の形態２に係る光伝送システムの構成を示す図である
。
【００６３】
　図９において、この実施の形態２に係る光伝送システムは、上段に示す送信装置と、下
段に示す受信装置とが設けられている。
【００６４】
　送信装置は、送信側ターミナル／モニタ回路（Ｔｅｒｍ／Ｍｏｎ）１１と、フレーマ（
Ｆｒａｍｅｒ）１２と、符号化器（Ｅｎｃｏｄｅｒ－１）１３Ａ、符号化器（Ｅｎｃｏｄ
ｅｒ－２）１３Ｂ、符号化器（Ｅｎｃｏｄｅｒ－３）１３Ｃと、マッパ（Ｍａｐｐｅｒ）
１４と、多重化器（ＭＵＸ：Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｒ）１５と、光変調器（ｍ－ｂｉｔ　
Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｍｏｄｕｌａｔｏｒ）１６とが設けられている。
【００６５】
　また、受信装置は、受光回路（ｍ－ｂｉｔ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ：ａｎ
ａｌｏｇｕｅ　ｏｕｔ）２１と、ＡＤ変換器（ｎ－ｂｉｔ　ＡＤＣ：Ａｎａｌｏｇ　Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）２２と、多重分離回路（ＤＥＭＵＸ：Ｄｅ－Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅｘｅｒ）２３と、デマッパ（Ｄｅ－ｍａｐｐｅｒ）２４と、復号器（Ｄｅｃｏｄ
ｅｒ－１）２５Ａ、復号器（Ｄｅｃｏｄｅｒ－２）２５Ｂ、復号器（Ｄｅｃｏｄｅｒ－３
）２５Ｃと、デフレーマ（Ｄｅ－ｆｒａｍｅｒ）２６と、受信側ターミナル／モニタ回路
（Ｔｅｒｍ／Ｍｏｎ）２７とが設けられている。
【００６６】
　つぎに、この実施の形態２に係る光伝送システムの動作について図面を参照しながら説
明する。図１０は、この発明の実施の形態２で実施するマッピング方法の一例を詳細に示
す図である。
【００６７】
　この実施の形態２では、上記の実施の形態１による通信路のシンボルレートを抑える手
段において、光多値変調を実施するが、光多値変調における１送信シンボル当りのビット
数を拡大する代わりに、各ビットのレートをＦＥＣパリティ分だけ上昇させる方法を採用
するものである。
【００６８】
　図９は、上記の実施の形態１の条件に基づいて記載したものであるが、一部異なる部分
がある。情報伝送レートを上記の実施の形態１と同様に例えば９０Ｇｂ／ｓとして、情報
系列を冗長度平均１／３（約３３％）の誤り訂正符号により符号化をしてＦＥＣパリティ
を付加する。符号語系列のトータルのビットレートが１２０Ｇｂ／ｓになるが、変調後の
シンボルレートを４０Ｇｓ／ｓとする。つまり、送信符号語のビットレートおよび送信シ
ンボルレートを上昇させることが、上記の実施の形態１とは異なる。
【００６９】
　また、この実施の形態２では、誤り訂正符号として複数種類の符号を並列に処理する、
マルチレベル符号化の形式を採用する。図９に示す符号化器１３Ａ、１３Ｂ、１３Ｃは、
異なる符号で符号化処理することを表している。採用する符号の符号長、符号化率などは
、この光伝送システムの条件に合致するものであれば、様々なものを採用することができ
る。また、ＦＥＣフレームサイズ自体が例えば１００００ビット以上というような非常に
長い条件では、複数の符号化処理を並列に実行することも可能である。例えば、一例とし
てあげた矢印一本当り並列数３２を、符号化器１３Ａ、１３Ｂ、１３Ｃの並列数として、
符号化器３２並列実装というものを採用しても良い。
【００７０】
　また、それぞれの符号の誤り訂正能力を不均一にすることも可能である。そのような方
法を採用する場合、上記の実施の形態１と同様に、送信ビット誤り率不均一性と、複数種
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類の誤り訂正符号の訂正能力不均一性を考慮して、信号点マッピングを好適に選択するこ
とを実施することが可能となる。
【００７１】
　マルチレベル符号化、およびそれぞれの符号の誤り訂正能力を不均一にする方法を採用
する場合の、信号点マッピングの方法の一例を以下で説明する。
【００７２】
　図１０に基づく多値変調を実施した場合、上記の実施の形態１で説明したとおり、個々
の送信信号点に割り当てる複数の送信ビットには、復調後のビット誤り率の不均一性があ
る。以下では説明のため、復調後のＭＳＢのビット誤り率ＰＭが、復調後のＬＳＢのビッ
ト誤り率ＰＬに比べて小さい（ＰＭ＜ＰＬ）ものとする。
【００７３】
　一方で、誤り訂正符号においても、マルチレベル符号化およびそれぞれの符号の誤り訂
正能力を不均一にする方法の採用により、復号後のビット誤り率が異なる。図１０の左側
に記載する、符号長ｎビットの符号化器（Ｅｎｃｏｄｅｒ－１）１３Ａにより符号化され
た符号語が、ラベルｃｋ１で示す情報系列（系列長ｋ１）と、ラベルｃｒ１で示すパリテ
ィ系列（系列長ｒ１）とに分類できるとする。同様に、符号長ｎビットの符号化器（Ｅｎ
ｃｏｄｅｒ－２）１３Ｂにより符号化された符号語が、ラベルｃｋ２で示す情報系列（系
列長ｋ２）と、ラベルｃｒ２で示すパリティ系列（系列長ｒ２、ｒ１＞ｒ２）とに分類で
き、符号長ｎビットの符号化器（Ｅｎｃｏｄｅｒ－３）１３Ｃにより符号化された符号語
が、ラベルｃｋ３で示す情報系列（系列長ｋ３）と、ラベルｃｒ３で示すパリティ系列（
系列長ｒ３、ｒ２＞ｒ３）とに分類できるとする。このとき、ｃｋ１、ｃｋ２、ｃｋ３、
ｃｒ１、ｃｒ２、ｃｒ３、それぞれのビット誤り確率ｐｋ１、ｐｋ２、ｐｋ３、ｐｒ１、
ｐｒ２、ｐｒ３、を比較すると、ｐｋ１＜ｐｒ１＜ｐｋ２＜ｐｒ２＜ｐｋ３＜ｐｒ３とい
う関係が成り立つものとする。
【００７４】
　以上のような多値変調における送信ビットの送信ビット誤り率不均一性と、誤り訂正符
号の復号後ビット誤り率不均一性とを好適に組み合わせることを、この実施の形態２では
実施する。
【００７５】
　符号化器１３Ａ、１３Ｂ、１３Ｃにより符号化された、３種類の符号語のビット系列を
、復号後ビット誤り率の低いものから順番に並び替える。その並び替えた後のビット系列
を用いて、マッパ１４により信号点マッピングを実施する。
【００７６】
　前述のビット誤り率不均一性を考慮した信号点マッピング方法については、上記の実施
の形態１と同様に、様々な方法が考えられる。一例を図１０に記載する。割り付け方法Ａ
として、一重楕円で示す復号後ビット誤り率の低いビット（ラベルｃｋ１，ｃｒ１の辺り
）に復調後ビット誤り率の高いもの（ＳＬ）を、二重楕円で示す復号後ビット誤り率の高
いビット（ラベルｃｋ２，ｃｒ２，ｃｋ３，ｃｒ３の辺り）に復調後ビット誤り率の低い
もの（ＳＭ）を、というような割り付ける方法である。この方法の意図は、上記の実施の
形態１と同様である。
【００７７】
　また、別の一例として、割り付け方法Ｂは、割り付け方法Ａと逆の順序で、二重楕円で
示す復号後ビット誤り率の低いビットに復調後ビット誤り率の低いもの（ＳＭ）を、一重
楕円で示す復号後ビット誤り率の高いビットに復調後ビット誤り率の高いもの（ＳＬ）を
、というように割り付ける方法である。この方法の意図は、上記の実施の形態１と同様で
ある。上記の例のほかにも、ビット誤り率不均一性を考慮した信号点マッピング方法は、
上記の実施の形態１と同様に様々な方法が考えられる。
【００７８】
　この実施の形態２では、以上のように、送信ビット誤り不均一性を考慮して、また複数
種類の誤り訂正符号の訂正能力不均一性を考慮して、信号点マッピングを選択、利用する
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ことができるので、効率の良い、かつビット誤り率特性の良い符号化変調を実行すること
ができる。また、この実施の形態２の説明では、送信信号に割り当てる複数ビットの各ビ
ットのビット誤り率が不均一であることと、誤り訂正符号の各ビットに復号後のビット誤
り率が不均一であることと、誤り訂正符号の種類の違いによって誤り訂正能力が不均一で
あることという３条件を考慮して、信号点マッピングを選択する方法を説明したが、別の
構成として、送信信号に割り当てる複数ビットの各ビットのビット誤り率が不均一である
ことと、誤り訂正符号の種類の違いによって誤り訂正能力が不均一であることという２条
件を考慮して、信号点マッピングを選択、利用することができるので、効率の良い、かつ
ビット誤り率特性の良い符号化変調を実行することができる。
【００７９】
　実施の形態３．
　この発明の実施の形態３に係る光伝送システムについて図１１及び図１２を参照しなが
ら説明する。図１１は、この発明の実施の形態３に係る光伝送システムの構成を示す図で
ある。
【００８０】
　図１１において、この実施の形態３に係る光伝送システムは、上段に示す送信装置と、
下段に示す受信装置とが設けられている。
【００８１】
　送信装置は、送信側ターミナル／モニタ回路（Ｔｅｒｍ／Ｍｏｎ）１１と、フレーマ（
Ｆｒａｍｅｒ）１２と、外符号化器（Ｏｕｔｅｒ－Ｅｎｃｏｄｅｒ）１７と、内符号化器
（Ｉｎｎｅｒ－Ｅｎｃｏｄｅｒ）１８と、マッパ（Ｍａｐｐｅｒ）１４と、多重化器（Ｍ
ＵＸ：Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｒ）１５と、光変調器（ｍ－ｂｉｔ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｍｏ
ｄｕｌａｔｏｒ）１６とが設けられている。
【００８２】
　また、受信装置は、受光回路（ｍ－ｂｉｔ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ：ａｎ
ａｌｏｇｕｅ　ｏｕｔ）２１と、ＡＤ変換器（ｎ－ｂｉｔ　ＡＤＣ：Ａｎａｌｏｇ　Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）２２と、多重分離回路（ＤＥＭＵＸ：Ｄｅ－Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅｘｅｒ）２３と、デマッパ（Ｄｅ－ｍａｐｐｅｒ）２４と、内復号器（Ｉｎｎｅ
ｒ－Ｄｅｃｏｄｅｒ）２８と、外復号器（Ｏｕｔｅｒ－Ｄｅｃｏｄｅｒ）２９と、デフレ
ーマ（Ｄｅ－ｆｒａｍｅｒ）２６と、受信側ターミナル／モニタ回路（Ｔｅｒｍ／Ｍｏｎ
）２７とが設けられている。
【００８３】
　つぎに、この実施の形態３に係る光伝送システムの動作について図面を参照しながら説
明する。図１２は、この発明の実施の形態１～３のフレームフォーマットを示す図である
。
【００８４】
　上記の実施の形態１又は実施の形態２では、符号化変調もしくはマルチレベル符号化を
実施するが、この実施の形態３では、符号化変調もしくはマルチレベル符号化による誤り
保護に加えて、その外側から別の誤り訂正符号による誤り保護を実施するものである。
【００８５】
　図１１は、上記の実施の形態１の条件に基づいて記載したものであるが、一部異なる部
分がある。上記の実施の形態１における符号化変復調部分は、図１１において、内符号化
器１８とマッパ１４、デマッパ２４と内復号器２８の部分となる。この実施の形態３では
、その外側から外符号化器１７により別の符号化を実施する。この符号を外符号と呼ぶ。
外符号としては、例えばＲｅｅｄ－Ｓｏｌｏｍｏｎ符号などのブロック符号を選択する。
【００８６】
　符号化パラメータとしては、上記の実施の形態１又は実施の形態２と同様に、光伝送シ
ステムの送信データフレームフォーマットや光デバイスなどの条件に合致すれば、自由に
選択できる。ただし、例えば情報系列のビットレートが９０Ｇｂ／ｓとして、誤り訂正符
号の冗長度１／３（約３３％）という制約条件が課せられていた場合、この実施の形態３
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で利用する外符号のパリティ系列は、符号化変調で利用する誤り訂正符号（ここでは内符
号と呼ぶ）と合わせて冗長度１／３とする必要があることとなる。つまり、上記の実施の
形態１又は実施の形態２に比べて、内符号に利用できる冗長度が減ることとなる。そのこ
とを図１２に記載する。
【００８７】
　図１２（ａ）が上記の実施の形態１又は実施の形態２を、図１２（ｂ）がこの実施の形
態３のフレームフォーマットを示す。図１２（ａ）は、横方向に６個のＬＤＰＣ符号によ
り符号化したものとする。図１２（ｂ）は、斜め方向に複数個（図を見やすくするために
一部を省略する）のＲＳ符号により外符号化し、横方向に６個のＬＤＰＣ符号により内符
号化したものとする。冗長度の総計ｒ／ｋは同一という条件としている。すると、内符号
のＬＤＰＣ符号の冗長度が、図１２（ａ）に比べて図１２（ｂ）の方が少ないことが分か
る。よって、内符号の訂正能力も実施の形態３では低下することがわかる。しかし、ＲＳ
符号などのブロック符号により外側から保護ずることにより、バーストエラーに対する訂
正能力を向上することができる。
【００８８】
　図１２（ｂ）のフレームフォーマットを利用する場合、外符号化器１７と内符号化器１
８の間に、図１１には図示していないインタリーブ回路を必要とする。また、内復号器２
８と外復号器２９の間に、図１１には図示していないデインタリーブ回路を必要とする。
インタリーブ回路の実装（装置化）方法としては、様々な構成を適用することができる。
外符号化器１７と内符号化器１８との間で伝達されるデータ（誤り訂正符号の符号語の系
列）を受け渡す方法としては、各回路間を接続するパスを経由するパイプライン方式で受
け渡されるように構成しても良いし、各回路間に前後の回路から参照可能な作業用記憶領
域を設ける構成にしてもよい。デインタリーブ回路の実装（装置化）方法としては、イン
タリーブ回路で順序変換された系列をもとの順序に並べなおす機能が実現されていれば、
インタリーブ回路と同様に様々な構成を適用することができる。また、ＦＥＣフレームサ
イズ自体が例えば１００００ビット以上というような非常に長い条件では、複数の外符号
化処理を並列に実行することも可能である。例えば、外符号化器１７の並列数を１６とし
て、符号化器１６並列実装というものを採用しても良い。
【００８９】
　この実施の形態３では、以上のように、送信ビット誤り不均一性を考慮して、また複数
種類の誤り訂正符号の訂正能力不均一性を考慮して、信号点マッピングを選択、利用する
ことができ、かつ外符号により誤り保護を実施するので、効率の良い、かつビット誤り率
特性の良い符号化変調を実行することができ、かつバーストエラーに対する訂正能力を向
上することができる。また、送信ビット誤り不均一性を考慮して、また外符号の復号後の
ビット誤り率の不均一性を考慮して、信号点マッピングを選択、利用することができ、か
つ外符号により誤り保護を実施するので、効率の良い、かつビット誤り率特性の良い符号
化変調を実行することができ、かつバーストエラーに対する訂正能力を向上することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】この発明の実施の形態１に係る光伝送システムの構成を示す図である。
【図２】この発明の実施の形態１で用いる変調方式の一例を示す図である。
【図３】この発明の実施の形態１で用いる変調方式の別の一例を示す図である。
【図４】この発明の実施の形態１に係る光伝送システムの受信装置の詳細構成を示す図で
ある。
【図５】この発明の実施の形態１で実施するアナログ／ディジタル変換方法の一例を示す
図である。
【図６】この発明の実施の形態１で実施するアナログ／ディジタル変換方法の別の一例を
示す図である。
【図７】この発明の実施の形態１で実施するデマッピング方法の一例を詳細に示す図であ
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る。
【図８】この発明の実施の形態１で実施するマッピング方法の一例を詳細に示す図である
。
【図９】この発明の実施の形態２に係る光伝送システムの構成を示す図である。
【図１０】この発明の実施の形態２で実施するマッピング方法の一例を詳細に示す図であ
る。
【図１１】この発明の実施の形態３に係る光伝送システムの構成を示す図である。
【図１２】この発明の実施の形態１～３のフレームフォーマットを示す図である。
【符号の説明】
【００９１】
　１　光通信路、１１　送信側ターミナル／モニタ回路、１２　フレーマ、１３、１３Ａ
、１３Ｂ，１３Ｃ　符号化器、１４　マッパ、１５　多重化器、１６　光変調器、１７　
外符号化器、１８　内符号化器、２１　受光回路、２２　ＡＤ変換器、２３　多重分離回
路、２４　デマッパ、２５、２５Ａ、２５Ｂ、２５Ｃ　復号器、２６　デフレーマ、２７
　受信側ターミナル／モニタ回路、２８　内復号器、２９　外復号器、２１１　分波器、
２１２　遅延検波器、２１３　Ｏ／Ｅ変換器、２１４　増幅器。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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